
1<令和６年11月１日発行>区広報紙「さざんか」は毎月69,500部発行し、11月号１部あたりの発行単価（配布費用含む）は約19.89円です。そのうち約1.51円を広告収入で賄っています。

私たちは、子どもの成長と発達を支援することが社会全体の
責任であることを自覚して、次のとおり行動します。
❶ 私たちは、子どものいのちと心を守ります。
❷ 私たちは、家族の子育てを支援します。
❸ 私たちは、里親と施設の子育てを支援します。
❹ 私たちは、地域の連携を拡げます。

 私たちは、子ども虐待のない社会を目指します｡ 

11月は 児 童 虐 待 防 止 推 進 月 間  です。
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オレンジリボン憲章

オレンジリボンには
子ども虐待を防止するという
メッセージが込められています。

子どもが虐待によって命を奪われるという痛ましい事件をきかっけに二度とこのような
事が起こらないようにという願いを込めてオレンジリボン運動が始まりました。

～オレンジリボン運動の起源～

すべてのこどもが   笑顔で暮らせる社会笑顔で暮らせる社会   に

児童虐待かもと思ったら
すぐにお電話ください

◦大阪市児童虐待ホットライン   0120-01-7285
	 （２４時間３６５日対応・通話無料）

◦児童相談所虐待対応ダイヤル  	189
	 （２４時間３６５日対応・通話無料）
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内容について令和６年10月17日時点
のものです。最新の情報はホームペ
ージ等でご確認ください。

児童虐待防止特集··············１～３面

子育て情報 ·································６面

すみのえトピックス ····················８面

地活協通信「海の町」············· 12 面
住之江区マスコットキャラクター

「さざぴー」

編集／発行　住之江区役所 総務課（ＩＣＴ・企画）
　〒559ー8601　大阪市住之江区御崎３丁目１番17号
　☎06ー6682ー9992 I06ー6686ー2040
　おかけ間違いにご注意ください。

区役所開庁時間
　月曜～木曜　９時～17時30分
　金曜 ９時～19時（17時30分以降は一部窓口のみ）
　毎月第４日曜 ９時～17時30分（一部窓口のみ）
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